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令和４年塩尻市議会９月定例会提出案件について 

 

Ⅰ 提出案件数 

 

提出案件 ４６件   

決算案件 ９件   

条例案件 ４件   

人事案件 ２件   

事件案件 １１件   

予算案件 ５件   

報告案件 １５件    

 

Ⅱ 提出案件の概要 

 

【決算案件】 

 

１ 令和３年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について 

２ 令和３年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

３ 令和３年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について 

４ 令和３年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

５ 令和３年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

６ 令和３年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につい     

  て 

（以上 財政課） 

７ 令和３年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

（上水道課） 

８ 令和３年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

９ 令和３年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定につ

いて 

（以上 下水道課） 
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【条例案件】 

 

１  塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促

進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和４年１０月１日から施行される

ことなどに伴い、必要な改正をするものです。 

 (2) 概要 

建築行為を伴わない既存住宅に係る長期優良住宅の認定制度の創設に伴い、当

該認定の審査に係る手数料の額を定めるものなどです。 

（建築住宅課） 

 

２ 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

国家公務員に準じて職員の育児休業に関する制度を見直すことに伴い、必要な

改正をするものです。 

(2) 概要 

非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものなどです。 

（総務人事課） 

 

３ 塩尻市議会議員及び塩尻市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

「公職選挙法施行令」の一部が改正（令和４年４月６日改正）されたことに伴

い、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

選挙運動用自動車の使用等に要する経費に係る公費負担の限度額を引き上げる

ものです。 

（選挙管理委員会事務局） 

 

４ 塩尻市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関す

る条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２６条の地方公共団体等を定める省令」の一部が改正（令和３年４月１日改正）

されたことに伴い、必要な改正をするものです。 
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(2) 概要 

固定資産税の課税の特例措置における対象施設の設置の期限を延長するもので

す。 

（産業政策課） 

 

【人事案件】 

 

１ 教育委員会委員の任命について 

委員４人のうち、１人が令和４年６月２１日に任期満了となったことに伴い、後

任委員を任命するものです。 

（教育総務課） 

 

２ 人権擁護委員の候補者の推薦について 

委員１０人のうち、１人が令和４年１２月３１日に任期満了となることに伴い、

後任委員を推薦するものです。 

（社会教育スポーツ課） 

 

【事件案件】 

 

１ 塩尻市塩尻駅前広場の指定管理者の指定について 

塩尻市塩尻駅前広場の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

(1) 塩尻市塩尻駅前広場 

(2) 塩尻市塩尻駅西広場 

 

２ 塩尻市大門駐車場の指定管理者の指定について 

塩尻市大門駐車場の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

                      （以上 産業政策課） 

 

３ 塩尻市奈良井宿駐車場の指定管理者の指定について 

塩尻市奈良井宿駐車場の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（観光課） 
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４ 塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者の指定について 

塩尻市特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

(1) 贄川団地Ａ及び共同施設 

(2) 贄川団地Ｂ及び共同施設 

(3) 平沢団地及び共同施設 

(4) 奈良井団地及び共同施設 

 

５ 塩尻市楢川地区定住促進住宅の指定管理者の指定について 

塩尻市楢川地区定住促進住宅の指定管理者を指定することについて、「地方自治

法」第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

(1) 宮下団地及び共同施設 

(2) 奈良井宿中町団地及び共同施設 

 

６ 塩尻市雇用促進住宅の指定管理者の指定について 

塩尻市雇用促進住宅の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

みどりが丘住宅及び共同施設                  

 

７ 塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者の指定について 

塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の指定管理者を指定することについて、「地

方自治法」第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

  塩尻市北小野地区若者定住促進住宅及び共同施設         

                        （以上 建築住宅課） 

 

８ 塩尻市児童館の指定管理者の指定について 

塩尻市児童館の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第２４４条

の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

塩尻市立洗馬児童館 

 (教育総務課) 

 

９ 塩尻市ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

塩尻市ふれあいセンターの指定管理者を指定することについて、「地方自治法」

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

塩尻市ふれあいセンター洗馬 

                           （福祉課） 
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10 財産の無償譲渡及び無償貸付けについて 

財産を無償で譲渡し、及び無償で貸し付けることについて、「地方自治法」第

９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（公共施設マネジメント課） 

 

11 市道路線の認定について 

市道路線の認定について、「道路法」第８条第２項の規定により、議会の議決を

求めるものです。 

（建設課） 

 

【予算案件】 

 

１ 令和４年度塩尻市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和４年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和４年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

４ 令和４年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計補正予算（第２

号） 

５ 令和４年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

（以上 財政課） 

 

【報告案件】 

 

１ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る７月１３日に専決処分したので報告するも

のです。 

 (2) 概要 

ア  損害賠償の額  ２４，８１６ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ  事件発生年月日  令和４年５月２７日 

ウ  事件発生場所  塩尻市大字洗馬 

相手方所有森林内 

エ  事 件 の 状 況 

相手方所有森林に隣接する森林内において松くい虫被害枯損木の伐倒及び

くん蒸処理作業を行った際、相手方所有森林内の支障木を、相手方の承諾を

得ることなく無断で伐採してしまったものです。 

（農林課） 
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２  損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

    損害賠償の額の決定について、去る７月１５日に専決処分したので報告する

ものです。 

(2) 概要 

ア  損害賠償の額  １２０，８９６ 円 

市側の過失割合 ４０パーセント 

イ  事故発生年月日  令和４年６月３日 

ウ  事故発生場所  塩尻市大字洗馬 

市道桔梗ヶ原ぶどう郷線 

エ  事 故 の 状 況 

市道桔梗ヶ原ぶどう郷線を北へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に 

車輪を落とし、左側前輪のタイヤ及びホイールを破損したものです。 

（建設課） 

 

３  損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る７月１９日に専決処分したので報告する 

ものです。 

(2) 概要 

ア  損害賠償の額  ４５５，０００ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ  事故発生年月日  令和４年６月２７日 

ウ  事故発生場所  塩尻市大字広丘高出 

県道新茶屋塩尻線 

エ  事 故 の 状 況 

公用車で、県道新茶屋塩尻線を南へ走行した際、前方車両の右折待ちのた 

めに停車していた相手方自動車に追突し、当該自動車の車体後部を破損させ

てしまったものです。 

（長寿課） 

 

４ 健全化判断比率について 

５ 資金不足比率について 

(以上 財政課) 

６ 債権の放棄について 

（上水道課） 

７ 債権の放棄について 

（下水道課） 

８ 令和３年度及び令和４年度株式会社信州ファームの経営状況を説明する
書類の提出について 

（農林課） 
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９ 令和３年度塩尻市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

（企画課） 

10 令和３年度一般財団法人塩尻市文化振興事業団の経営状況を説明する書

類の提出について 

（社会教育スポーツ課） 

11 令和３年度一般財団法人塩尻市振興公社の経営状況を説明する書類の提

出について 

（産業政策課） 

12 令和３年度一般社団法人塩尻市農業公社の経営状況を説明する書類の提

出について 

（農林課） 

13 令和３年度一般財団法人塩尻筑南勤労者福祉サービスセンターの経営状

況を説明する書類の提出について 

（産業政策課） 

14 令和３年度一般社団法人塩尻市森林公社の経営状況を説明する書類の提

出について 

（農林課） 

15 令和３年度一般財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センターの経営状

況を説明する書類の提出について 

（産業政策課） 


